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武蔵村山市の指定業者以外の持ち去り禁止！ 

 平成２４年４月１日より市の条例が施行され、この資

源物は、一般廃棄物処理計画で定めたごみ集積所に出し

た物です。これらを持ち去る行為は条例で禁止されてお

り、処罰します。 

武蔵村山市ごみ対策課 
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